
指定区域に指定

１７２件

指定区域に指定
されなかった件
数

４５０件

平成１５年２月１５日から平成１９年２月１４日まで

汚染除去等の
措置を要する
５１件

措置済み
２３件

措置実施中・検討中
２８件

未措置
０件

汚染除去等の
措置を要しない
１２１件

措置済み
６８件

措置実施中・検討中
４１件

未措置
１２件

土壌汚染
状況調査

６２２件

指定区域
全部解除

８１件

指定区域の状況
参考資料



年度別の土壌汚染判明事例

年度 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

調査事例 22 26 40 35 44 44 47 60 64 209 213 210 289 656 734 838 1149

うち、法適用 - - - - - - - - - - - - - 0 66 130 183

超過事例 - - 8 11 13 25 37 50 48 130 130 151 210 274 365 454 667

うち、法適用 - - - - - - - - - - - 0 21 43 48

（出典）｢平成１7年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果｣環境省水・大気環境局
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土壌汚染対策法施行　H15.2.15

 土壌環境基準項目追加
 Ｈ6.2.21　VOC等15項目
 Ｈ13.3.28　ふっ素、ほう素

土壌環境基準設定　H3.8.23

都道府県等が把握した土壌汚染調査事例の件数。法適用以外を含む。



土壌汚染の調査契機

土壌汚染対策法の調査の契機
①有害物質使用特定施設が廃止されたとき（３条調査）
②都道府県知事が調査を行うことを命じたとき（４条調査）
（４条調査は、平成１８年度までに４件であり、大部分が３条調査）

調査件数、対策件数とも、法律に基づくものは少なく、法律や条例・要綱に基づくも
のよりも、自主的なものの方が多い。

法律
1%

自主
90%

条例・要綱
9%

法律
3%

自主
85%

条例・要綱
12%

調査 対策

（出典）「土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査結果」（平成18年度） （社）土壌環境センター

12,434件 2,356件



土壌汚染対策の実施内容
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（出典）｢平成１7年度 土壌汚染対策法の施

行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関
する調査結果｣
環境省水・大気環境局

都道府県等が把握した土壌汚染事例（法適用以外を含む）４６７件についての対
策の実施内容。（複数回答あり）

土壌汚染の除去



土壌汚染の除去以外
２８サイト

土壌汚染の除去０サイト

平成１５年２月１５日から
平成１７年３月３１日まで

法に基づく措置の内容 実際の措置の内容

法に基づく措置内容と実際の措置内容の違いについて

土壌汚染の除去以外
５サイト

土壌汚染の除去
２３サイト含有量

基準超過

土壌汚染の除去以外
５５サイト

土壌汚染の除去
３サイト

土壌汚染の除去以外
９サイト

土壌汚染の除去
４９サイト

溶出量
基準超過

土壌汚染対策法においては、汚染の程度や物質の種類により必要となる措置を規定している。平
成１７年３月末までに指定区域になった事例について、土壌汚染対策法に基づくと、土壌汚染の除
去を行う必要があるサイトは３サイトだが、実際の措置としては、含有量基準超過サイトの２３サイ
ト、溶出量基準超過サイトの４９サイトにおいて、土壌汚染の除去（掘削除去等）が行われている。

（環境省調べ）



土壌汚染対策法における対策の考え方

現実には、土壌汚染の対策として掘削除去が行われることが多いが、土壌
汚染対策法において、通常は、掘削除去まで求めているわけではない。

土壌汚染対策法の考え方
環境リスクの管理
摂取経路の遮断が基本

・地下水が汚染されていない場合はモニタリング

・地下水が汚染されている場合は、封じ込め又は
土壌汚染の除去（掘削除去又は原位置浄化）が原
則

土壌の直接摂取の観点 盛土が原則

地下水の飲用等の観点

含有量基準超過、かつ、その土地
が一般の人が立ち入ることができる
状態となっている場合。

溶出量基準超過、かつ、周辺の地
下水が飲用に利用されている等の
状況にある場合

※ 「土壌汚染の除去」は、揮発性有機化合物について
第二溶出量基準に不適合な場合に求められる。

※ 乳幼児の砂場等の土地であって土地の形質の変
更が頻繁に行われることにより盛土等の効果の確保
に支障が生ずるおそれがあると認められる場合には
「掘削除去」が求められる。



対策費用の試算例

対策費用は、現場の状況、汚染の状況等によって異なるが、一般的には、掘削除去
に比べて、舗装や封じ込めの方が低いコストで施工可能。

《ケース１》
含有量基準を超過する場合
（重金属）

・掘削除去 約4.5 億円
・舗装 約0.2 億円

・掘削除去 約6.0 億円

・原位置封じ込め 約0.6 億円

《ケース２》
溶出量基準を超過する場合

（有機塩素系化合物）

敷地面積：10,000 m2

土壌汚染の面積： 3,000 m2

土壌汚染の平均深さ： GL ‐3 m

対策工事対象土量： 9,000 m3

汚染状況：重金属が土壌含有量基準不適合

敷地面積：10,000 m2

汚染侵入部の汚染土壌： 800 m3

土壌汚染の深さ：GL ‐10 m

粘性土部の汚染土量： 3,200 m3

地下水の深さ：GL ‐3～10 m

不透水層の深さ：GL ‐10 m

汚染状況：有機塩素系化合物が土壌溶出量基
準不適合（第二溶出量基準には適合）、地下水
が環境基準不適合

＜モデルケースの設定条件＞
＜モデルケースの設定条件＞

対策費用の試算例
（工事費用と維持管理費（20年間）の合計）

（出典）懇談会第２回資料６
「土壌対策工事の現状と課題」鹿島建設株式会社発表資料



我が国のブラウンフィールド問題の大きさ（試算）

（参考）
東京都区部の面積
約6.2万ha

（出典）

土壌汚染をめぐるブラウンフィールド
対策手法検討調査検討会ＷＧ試算



セメント工場

最終処分場

認定浄化施設

約99万ｔ

約41万ｔ

施設に対するアンケート調
査回答では、受入量実績
は 計67万t（うち土対法の
指定地域から5万ｔ）

約10万ｔ

約122万ｔ

内陸受入地
残土処分場

約54万ｔ

約221万ｔ

約18万ｔ
土壌汚染対策により
搬出される汚染土壌

土対法または条例に基づく汚染土壌

セメント工場での受入量実
績（建設発生土） 210万ｔ
（出典：(社)セメント協会
公表資料）

＊ 国内のゼネコン２５社のアンケート調査
から推計された数値

土壌汚染対策により搬出される汚染土壌の全体的な流れ

認定浄化施設
以外の
中間処理施設

公共残土受入施設等
約6万ｔ

約12万ｔ

土壌汚染対策工事
からの搬出汚染土壌
およそ３００万トン

約6万ｔ

約177万ｔ

土壌汚染対策法に基づく
指定区域からの発生量

土対法または条例以外の
自主的対策の汚染土壌

約13万ｔ約129万ｔ

（出典）「平成18年度汚染土不適正処理に関する実態調査」(財)産業廃棄物処理事業振興財団

（推計。平成17年度）



汚染土壌に関する不適正処理事例

■六価クロム汚染残土放置

○事案 平成１８年７月

東京都日の出町の残土置き場の残
土から環境基準を超える六価クロム
が検出。行政の対策要請にもかかわ
らず１年以上放置。現在は、土地売
買当事者とは別の購入者（汚染を承
知済の購入者）による汚染土壌の処
理が開始されている。

■水銀汚染土壌不適正処理

○事案 平成１８年１１月

埼玉県の体温計製造工場の敷地か
らの水銀による汚染土壌が、計画で
は不溶化処理後に管理型処分場に運
搬されることとになっていたが、計画と
は異なる千葉県某市で、不溶化処理
が行われていた。

千葉県某市及び埼玉県の指導によ
り、汚染土壌は発生場所に戻され、そ
の後、適正に処理された。

■ひ素汚染残土のたい積

○事案 平成１８年１０月

千葉県の一時堆積場所に県
外のマンション建設現場から持
ち込まれた土砂の一部について、
環境基準を超えるひ素が検出。

汚染された土壌が不適正に処理される事例が見られる。

汚染土量
約１５０００㎥ 業者の計画では

約２７０㎥を処理
する予定だっ
た。



指定調査機関について

過去３ヶ年の指定調査機関における調査実施件数、受注高

１５年度末 １６年度末 １７年度末 １８年度（現在）

指定調査機関

（対１５年比）

1,487 1,593
（107.1%）

1,665
（112.0%）

1,655
（111.3%）

調査実施件数（件）

11,950

15,379

19,876
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1,450

1,500
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1,600
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1,700

15年度末 16年度末 17年度末 18年度(現在)

１５年度 １６年度 １７年度

調査実施件数（件） 11,950 15,379 19,876

（法に基づく調査件数） (127) (206) (260)

受注高（億円） 244.6 280.5 320.2

(法に基づく調査受注高) (7.3) (20.7) (13.9)

（出典）「指定調査機関現況調査結果（１８年１１月１日）」環境省水・大気環境局

指定調査機関数の推移



土壌汚染対策に関連する条例等について

土壌汚染対策に関連する条例等を制定している
土壌汚染対策法政令市 ３０市

土壌汚染対策に関連する条例等を制定している
市区町村 ４２市町村

例）東京都 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
大阪府 大阪府生活環境の保全等に関する条例

例）名古屋市 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例
横浜市 横浜市生活環境の保全等に関する条例

（出典）「平成１７年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」
環境省水・大気環境局

土壌汚染対策に関連する条例等を制定している
都道府県 ３５都道府県



代表的な地方公共団体の条例

(有害物質を使用している事業所等の土地を譲渡する場合等)

東京都・神奈川県・横浜市・川崎市等

土地改変時の調査義務
(3,000㎡以上の土地改変時)東京都・埼玉県・愛知県・三重県・大阪府・名古屋市等
(1,000㎡以上の土地改変時)広島県

有害物質を使用する事業所等の廃止時の調査義務
(土壌汚染対策法の対象とならないものも含む)
東京都・埼玉県・神奈川県・大阪府・横浜市・川崎市等

土壌汚染対策計画の提出の義務づけ
(汚染土処理につき命令を受けた時、もしくは3,000㎡以上の土地改変時の調査で汚染が判
明した場合)
東京都・埼玉県・愛知県等

自主調査における土壌汚染判明時の報告の義務づけ
三重県
(特定有害物質取扱事業所において汚染が判明した場合) 愛知県

土壌汚染に関する情報の引継規定



残土条例について

土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例
等（残土条例）を制定している県 ９県

例）千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

残土条例を制定している土壌汚染対策法政令市 １１市

例）千葉市 千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

残土条例を制定している市区町村 １５０市町村

（出典）「平成１７年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」
環境省水・大気環境局

（参考）
千葉県 ５０市町村 栃木県 ３２市町村 埼玉県 ３５市町村

・３０００ｍ２以上の埋立て等事業については県の許可制
・埋立てに使用する土砂等について安全基準を設け、安全基準に適合しない土
砂等は使用できない

条例の主なポイント（千葉県）



東京都環境確保条例に基づく調査・対策のフロー

工場・指定作業場を
廃止・除却するとき

3000㎡以上の土地の改変時

汚染拡散防止措置の実施

記録の保管・承継（118条）

有害物質取扱事業者 土地改変者

地歴等調査

土壌汚染状況調査

（116条）

（117条）

土地取得者

汚染のおそれ



東京都条例の施行状況
①工場廃止時(116条)の汚染状況

※ 平成13年10月（条例施行）から平成19年3月までのデータより

計1441

505

936

汚染あり

汚染なし

(35.0 %)

(65.0 %)

東京都の条例の第１１６条は、有害物質取扱事業者として定められている事業者の工
場等の廃止・除却時に調査を義務付けている（土壌汚染対策法の有害物質使用特定
施設よりも幅広い施設が対象）。調査の結果、35%で汚染が見つかっている。

法対象：54

法対象外：451

法対象：81

法対象外：855



東京都条例の施行状況
②土地改変時(117条)の汚染状況

東京都の条例の第１１７条は、3000m2以上の土地の改変時に調査を義務付けている。試料
採取調査の前に、地歴等調査を行い、汚染のおそれがあるとされた土地について試料採取
を行うこととなっている。１１７条の調査対象となった事例の１割強で汚染が判明しているが、
地歴等調査で土壌汚染のおそれがあると判断された事例に限れば、約半数で汚染が判明し
ている。

計3108

378

348

139

2243

汚染あり

汚染なし

調査中

おそれなし

12.2%

※ 平成13年10月（条例施行）から平成19年3月までのデータより



○ 目的 土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等に
より、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。

○ 仕組み

調 査

＜土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合＞

指定調査機関が調査

指定区域の指定

指定区域の管理

汚染の除去が行われた場合には、指定区域の指定を解除（法第５条）

調査・報告

都道府県が指定・公示する（法第５条）とともに、
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧（法第６条）

【土地の形質の変更の制限】（法第９条）
・指定区域において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県等に届出
・適切でない場合は、都道府県等が計画の変更を命令

・有害物質使用特定施設の使用の廃止時（法第３条）
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認めるとき（法第４条）

【汚染の除去等の措置】（法第７条）
都道府県等が土地の所有者等又は汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置の実施を命令

※ 汚染原因者が不明等の場合、汚染の除去等の措置を実施する土地の所有者等に対し、
その費用を助成するための基金を設置（法第２２条）

土壌汚染対策法の概要

＜土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認めるとき＞


